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下水道事業における地方公営企業法適用の準備状況について 

 

 町田市の下水道事業は、１９６４年度に事業認可を取得し、住環境の改善と水質向上

を目的に下水道の整備を進め、２０１３年度末には市街化区域の汚水管整備が概ね完了

し、２０１８年４月 1日時点で人口普及率が９８．７％に達しました。 

事業着手から５０年以上が経過し、老朽化する施設に対し、今後、改築・修繕を適切

に行い、安定したサービスを提供するため、計画的、効果的かつ効率的な事業運営が求

められています。中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメント

の向上等に取り組むため、２０２０年４月１日から地方公営企業法の一部（財務）適用

を目指し、現在、適用に向けた準備を進めています。 

 

１ 法適用の効果 

 ①経営状況の明確化 

 ②維持管理の時代に対応した経営体制づくり 

 ③職員の経営意識の向上 

 ④情報公開と透明性の向上による市民理解の深化 

 ⑤適切な下水道使用料の設定 

 ⑥市民ニーズへの迅速な対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 新公会計制度と公営企業会計の比較 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年３月１２日・１３日 

行 政 報 告 資 料 

下 水 道 部 下 水 道 総 務 課 

 

経営課題の抽出経営課題の抽出

及び対策の検討及び対策の検討

経営状況の把握・分析経営状況の把握・分析予算編成・執行予算編成・執行

経営の健全化経営の健全化

企業会計による経理企業会計による経理

経営課題の抽出経営課題の抽出

及び対策の検討及び対策の検討

経営状況の把握・分析経営状況の把握・分析予算編成・執行予算編成・執行

経営の健全化経営の健全化

企業会計による経理企業会計による経理公営企業会計による経理 

＜経営サイクル＞ 

新公会計制度 公営企業会計

経理 複式簿記・発生主義
複式簿記・発生主義
（予算・勘定科目の違いあり）

予算 地方自治法に基づく内容
・地方公営企業法に基づく内容
・予算時点における財務諸表の提示

決算
・地方自治法に基づく決算書
・町田市会計基準による財務諸表

地方公営企業法に基づく決算書、財務
諸表（損益取引・資本取引の整理）

固定資産 町田市独自基準による資産整備
国から示された基準による資産整備
（同一基準による他団体比較が可能）
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３ 法適用準備事務の進捗状況・今後の予定 

 

 

 ・２０１６年度決算までの管渠の調査・評価は完了 

 ・２０１７年度決算までの管渠、処理場の資産調査・評価、減価償却費の算出を実施 

 ・管渠の受贈・除却及び不明資産の調査・評価を実施 

【今後の予定】 

２０１９年度は２０１８年度決算、２０１９年度決算見込の資産評価を完了させ、

２０２０年３月末日時点の資産状況を明らかにします。 

 

 

 

 

 ①地方公営企業法適用推進委員会作業部会 

  ア 公営企業会計システム導入検討部会 

（下水道部各課、情報システム課、会計課、契約課、市有財産活用課、財政課） 

    ２０１７年度 ３回開催、２０１８年度 ３回開催 

  イ 出納及び契約事務検討部会 

    （下水道部各課、会計課、契約課、情報システム課） 

    ２０１７年度 １回開催※ 

  ※会計管理者への事務委任範囲は広範に渡るため、会計課とは随時打合せを実施 

  ウ 給与支払事務検討部会 

    （下水道総務課、職員課、会計課、情報システム課） 

    ２０１７年度 １回開催、２０１８年度 １回開催 

【今後の予定】 

   ２０１９年８月まで各部会で検討を行うとともに、部会以外の関係部署との調整

を進めます。 

 

②条例・規則等の制定・改正 

  ・「町田市下水道事業の設置等に関する条例」の制定準備 

  ・「町田市特別会計条例」の改正準備 

  ・「町田市公共下水道事業の財務に関する特例を定める規則」の制定準備 

【今後の予定】 

   ２０１９年１２月までに、その他の規則である「町田市事務決裁規程」の改正、

「町田市公金取扱金融機関に関する規則」の下水道事業向けの制定等の準備を行い

ます。 

（１）固定資産調査・評価 

（２）移行事務 
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 ③職員研修 

・企業会計簿記研修（対象：下水道部各課） ２０１７年度 １回開催 

・地方公営企業法研修（対象：下水道総務課） ２０１８年度 ３回開催 

・地方公営企業法研修（対象：下水道部各課、作業部会関係部署） 

 ２０１８年度 ３回開催 

 【今後の予定】 

  今後は５月、８月、１０月、２０２０年１月の計４回の開催を予定しています。 

  

④２０２０年度予算（法適用開始年度予算）の編成 

  ・予算科目、勘定科目の設定 

 【今後の予定】 

   収益的収支（３条予算）、資本的収支（４条予算）、４条予算に生じる補填財源 

の整理等、２０２０年度予算に向けた調整を行います。 

 

 ⑤打切決算（法適用前年度決算）の調整 

・２０１９年度予算編成における未払い・未収金の調整 

・２０１９年度の管渠、処理場整備に係る工期設定や国庫支出金等の年度内確保 

の調整 

【今後の予定】 

 ２０２０年３月末日で会計が閉鎖することで懸念される事項等の調整を行います。 

 

 

 

 

 

・関係部署との調整を図り、システムの要件定義書を作成 

・事務の最適化を重視したシステム開発事業者を選定 

・企画書の作成、コンピューターシステム等管理運営委員会の承認を経て、システム

の基本設計を実施（公営企業会計システムプロジェクトの発足） 

【今後の予定】 

予算編成、予算執行、契約管理、固定資産等、各機能のシステム構築、運用テス

ト、操作研修等を実施します。 

 

 

 

（３）公営企業会計システム構築 
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４ 今後の予定 

（１）行政報告 

２０１９年３月 第１回町田市議会定例会  

   ・下水道事業における地方公営企業法適用の準備状況について 

  ２０１９年１２月 第４回町田市議会定例会 

   ・下水道事業における地方公営企業法適用に伴う予定開始貸借対照表 

（２０２０年４月１日）【２０１９年１２月時点】について 

 

（２）議案等 

  ２０１９年９月 第３回町田市議会定例会 

・町田市下水道事業の設置等に関する条例 制定 

   ・町田市特別会計条例 改正 

  ２０２０年３月 第１回町田市議会定例会 

   ・２０２０年度下水道事業会計予算 

   ・予定開始貸借対照表（２０２０年４月１日） 

   ・予定貸借対照表（２０２１年３月３１日） 

・予定キャッシュフロー計算書 

（２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで） 

   ・下水道事業会計予算に係る注記事項 

 


